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●第６回綿織物産地素材展開催 (Japan Cotton Fabric Exhibition VI) 

４月５日（木）、６日(金)の２日間、東京渋谷の文化ファッションインキュベーションにおいて、日

本綿スフ織物工業組合連合会主催の「第６回綿織物産地素材展」が開催され、連合会傘下の 

１１社が出展した。例年過去の来場者を含めたアパレル、デザイナーなどバイヤーへ当会より案

内状を送付、また、各出展企業も自社の顧客に案内を行っており、今回も約１３０名の来場者で

熱心な商談が行われた。 

 

●「中小企業白書」 「小規模企業白書」公表 

中小企業庁において、「平成２９年度中小企業の動向」及び「平成３０年度中小企業施策（中

小企業白書）」、並びに「平成２９年度小規模企業の動向」及び「平成３０年度小規模企業施策

（小規模企業白書）」が取り纏められ公表された。 

  ○「中小企業白書」の概要 

  第１部では、最近の中小企業の動向についての分析に加え、中小企業の労働生産性や経

営の在り方等について分析。第２部では、第１部の分析結果を踏まえた上で、中小企業の

生産性向上に向けた取組について分析。具体的には、業務プロセスの見直し、人材活用

面の工夫、ＩＴ利活用、設備投資、Ｍ＆Ａを中心とする事業再編・統合について取り上げる。  

○「小規模企業白書」の概要 

第１部では、最近の小規模事業者の動向についての分析に加え、小規模事業者の労働生

産性について分析。 第２部では、小規模事業者の生産性向上に向けた取組について分

析。具体的には業務の見直し、ＩＴ利活用、設備投資、企業間連携等について分析。 第３

部では、地域課題に対応しながら成長する小規模事業者やいわゆるフリーランス等の「新し

い働き方」としての小規模事業者について事例を取り上げる。  

主 な 内 容 
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○現状分析のポイント 

１．中小企業の景況感は改善傾向にある一方、大企業との生産性格差は拡大。 

  ２．未来志向型の取引慣行に向けて、下請取引は着実に改善。（下図２参照、「２０１８年度

版中小企業白書・小規模企業白書概要」より） 

３. ＩＴ導入等を行う上でも、業務プロセスの見直しは生産性向上の大前提。  

４. 幅広い業種で多能工化・兼任化の取組が進展。生産性向上にも寄与。（同４図参照） 
５．IT 導入のきっかけとして重要となるのは地元の IT ベンダーなど身近な相談相手。 
６. 業務領域や一企業の枠を超えて連携することでＩＴの効果は飛躍的に高まる。 

  ７. 生産性向上のためには前向きな投資が重要。引き続き投資を促進する必要。  
８．事業承継等を背景に、中小企業のＭ＆Ａは増加し、生産性向上に寄与。 今後は

マッチング強化が課題。（同８図参照） 
９.  小規模事業者では、経営者に業務が集中。IT 導入等による経営者の業務効率化

が急務。（同９図参照）  
10．小規模事業者へ施策を浸透させる上では支援機関の役割が重要。 
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●平成２９年度補正予算「ＩＴ導入補助金」公募中 

本事業は中小企業・小規模事業者等における生産性の向上、財務・会計などのバックオフィ

ス業務の効率化や新規顧客獲得などの売上の向上のため、簡易な「ＩＴツール」導入事業を実

施する者に対する事業費等に要する経費の一部を補助することにより、中小企業・小規模事業

者等の生産性向上の実現を図ることを目的とする。 

・ ＩＴ導入支援事業者とは、補助事業者に対して、ＩＴツールの説明、導入、運用方法の相談等 

  のサポートを実施する事業者のことを指す。ＩＴ導入支援事業者は、事務局等による審査の結 

  果採択された事業者であり、ＩＴ導入支援事業者が提供するＩＴツールのみが補助対象となる。 

  また、交付申請や実績報告等を補助事業者と共同で作成し、代理で申請を行う。 

・ 中小企業・小規模事業者等は、自社に適したＩＴツールを提供するＩＴ導入支援事業者を、本 

事業ホームページから検索し、ＩＴ導入支援事業者と相談しつつ、申請等の手続を進めること

となる。 

○公募期間 ４月２０日（金）から６月４日（月） 

○電話での問合せ  受付時間 9:30〜17:30 （土・日・祝日を除く） 

  サービス等生産性向上 IT 導入支援事業 コールセンター 0570-000-429 （要通話料）  

ＩＰ電話等からの問合せ先 042-303-1441 

  ○https://www.it-hojo.jp/ 

tel:0570000429
tel:0423031441
https://www.it-hojo.jp/
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●綿スフ工連等３団体監事会開催 

４月２３日(月)、東京の綿工連会館において、日本綿スフ織物工業組合連合会、日本綿スフ

織物工業連合会及び一般財団法人日本綿スフ機業同交会３団体の、平成２９年度事業報告、

収支報告について監事監査が実施された。 

 

●第２回繊維産業技能実習事業協議会開催 

４月２３日(月)、経済産業省において標記第２回目の協議会が開催された。３月２３日に開催さ

れた第１回の会合にでは、昨年より施行されている外国人技能実習生制度の概要説明があった。 

今回の協議会では、日本繊維産業連盟、繊維産業流通構造改革推進協議会が策定した「繊

維産業においての自主行動計画」（平成２９年３月公表）、繊維流通構造改革推進協議会の「取

引ガイドライン第三版(案)」策定状況、上場会社における不祥事予防の取組みに資するために

日本取引自主規制法人が取り纏めた「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」について

説明があった。 

また、日本アパレルソーイングにおける実習生受入事業の問題事例を含めた実態について報

告があった。 

 

●平成２９年度補正予算「事業継承補助金(後継者承継支援型～経営者交代タイプ)」

公募中 

中小企業庁では、事業承継(事業再編、事業統合を除く)を契機として経営革新等や事業転

換を行う中小企業者に対して、その新たな取組に要する経費の一部を補助する。 

〇事業承継補助金 

(1)地域経済に貢献する中小企業による、(2)事業承継をきっかけとした、(3)経営革新や事

業転換などの新しい取組を支援する補助金  

〇補助率  ２/３  

〇補助上限  経営革新を行う場合２００万円 

 事業所の廃止や既存事業の廃止・集約を伴う場最大５００万円  

〇補助対象者  

①地域への貢献 

取引関係や地域の需要に応える商品・サービスの提供、雇用によって地域に貢献してい

る中小企業が補助対象。 

  ②事業承継  

平成２７年４月１日から補助事業期間完了日（平成３０年１２月３１日）までの間に事業承

継（代表者の交代）を行った、又は行う必要がある。  

③新しい取組 

   (1)経営革新等 

      ・ビジネスモデルの転換  
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（新商品、新分野への挑戦等）による市場創出、新市場開拓等  

・新規設備導入  

（製造ラインのＩＴ 化、顧客管理システム刷新等）による生産性向上等  

(2)事業転換  

事業所の廃止や既存事業の集約・廃止等（当該廃止等に要する費用について補助上

限額を上乗せ (廃業費用の上限最大３００万円) 

○公募期間 平成３０年４月２７日(金)から６月８日（金） 

○認定支援機関が作成する計画等の「確認書」が必要←認定支援機関に相談  

○問合せ先  中小企業庁事業環境部財務課 電話： 03-3501-5803（直通） 

事業承継補助金事務局 電話： 03-6264-2670    

○応募要項 

http：//www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180427shoukeiBoshu.pdf 
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ＥＰＡ（経済連携協定）、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）の動向   

●我が国のＥＰＡへの取組状況 
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  ※日・ＥＵは２０１７年７月大枠合意、１２月交渉妥結。 



２０１８年(平成３０年)  ５月号 Vol.１８２６             綿スフ織物情報  

 
 
 

 - 11 - 

●ＴＰＰ１２の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＰＰ内閣官房政府対策本部「ＴＰＰとは」 

 

●TPP１１をめぐる動き 

タイの副首相は、３月２９日の会合後記者会見で、米国を除く１１か国が署名した環太平洋経

済連携協定（ＴＰＰ）の新協定「ＣＰ ＴＰＰ」に発効後参加表明する意向を明らかにした。参加に

向け、政府関係機関や民間企業、農家などと連携するため商業省に作業部会を設置するよう指

示したとしている。 

また、５月１日、バンコクで茂木大臣とタイのソムキット副首相、ソンティラット省務大臣等との会

談が行われ、タイ側からＴＰＰ１１参加への強い意向が示された。次回の首席交渉官会合におい

て、発効に向けて細目を詰めると同時に新規加盟の基本方針や共通認識を作っていく必要が

あるとしている。 

２０１７年の日本からタイへの輸出総額は約３兆３、０００億円、輸入総額は約２兆５，０００億円。  
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なお、凍結項目に入らなかったが、一定期間猶予する内容（２項目）についてはサイドレター

（補足文書）を交わすこととなる。 
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２０１５年１０月５日に大筋合意したＴＰＰ１２協定の工業製品（繊維分野を含む）の概要 

（１）市場アクセス（関税撤廃） 
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（２）繊維分野についての各国の関税撤廃（譲許）について 

①日本（上表に示すとおり） 

品目 譲許内容  基準税率 

繊維・繊維製品ほぼ全て 即時撤廃 
 生地：１.９～１４.２％ 

衣類：４.４～１３.４％ 

一部の衣類（（化合繊製オーバ

ーコート等） 
１１年目撤廃 

 
７.４～１２.８％ 

②カナダ 

 

③ニュージーランド 

 

④オーストラリア 

⑤ベトナム 

 



綿スフ織物情報              ２０１８年(平成３０年)  ５月号 Vol.１８２６ 

 
 

 

 - 16 - 

⑥米国（離脱） 

 

 

（３）繊維分野の原産地規則 

①複数の締約国において加工工程の足し上げを行い、原産性を判断する完全累積制

度。 

②繊維及び繊維製品の原産地規則は、「紡ぐ」、「織る」、「縫製」という３つの工程を原則

ＴＰＰ締約国内において行わなければならない「ヤーンフォワード･ルール」。 

ただし、綿糸（ＨＳ５２.０４－５２.０７）、合繊長繊維糸（ＨＳ５４.０１－５４.０６）、化合繊紡績

糸（ＨＳ５５.０８－５５.１１）、ニット生地（ＨＳ６０類）については、締約国内での「綿花」、

「化合繊短繊維」を使用する「ファイバーフォワード・ルール」。 

③ヤーンフォワード・ルールを前提としつつ、「供給不足の物品」（ショートサプライ・リスト

（ＳＳＬ））に掲載された域内での供給が十分でない厳選された材料（繊維、糸、生地）

については、例外的に域外から調達しても、その最終用途の要件を満たせば原産品と

して認めている。 

（注）衣類を輸出する場合であって、使用する糸がＳＳＬに掲載されている場合、織る、

縫製の２工程を域内ですればよく、また、生地がＳＳＬに掲載されている場合、縫製の１

工程のみを域内ですればよいことになる。 

④６１類及び６２類の衣類が原産品であるか否かは、製品の関税分類を決定する構成部

分（表側の生地に占める面積が最も大きい部分）で関税分類番号の変更を満たす必

要がある。 

＜その他の要件＞ 

①弾性生地ルール 

６１類及び６２類の衣類に弾性糸を使った生地（ＨＳ6002、5806.20）を使用する場合、当該

生地は域内産の糸を使用する。また、関税分類を決定する構成部分に弾性糸が使用され

る場合には、域内産の糸を使用する。 

②縫糸ルール 

６１類及び６２類の衣類及び６３類の製品に縫糸（ＨＳ５２０４、５４０１、５５０８の縫糸又は 

５４０２の糸を縫糸として使用）を使用する場合、当該縫糸は域内産の縫糸を使用する。 
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③絹１００％の着物に関するルール 

着物又は帯に使用する絹１００％の絹織物を域内で製織、裁断・縫製する必要がある。 

※絹織物はＳＳＬで域外調達が例外的に認められているが、着物又は帯に使用する絹 

１００％の織物の域内調達を義務付け。 

④デミニミス（原則、非原産材料が全重量の１０％以下の場合、原産品とみなす。） 

ただし、弾性糸については、域内産を義務付け。 

⑤緊急措置（セーフガード）、関税法令違反に関する税関当局間の協力、監視を規定。 

＜第３章 原産地規則及び原産地手続＞ 

輸入される産品について，関税の撤廃・引下げの関税上の特恵待遇の対象となるＴＰＰ域

内の原産品として認められるための要件及び特恵待遇を受けるための証明手続等を定める。

本章のルールにより、例えば以下のようなメリットが考えられる。 

（１）ＴＰＰ特恵税率の適用が可能な１２か国内の原産地規則の統一（事業者の制度利用負

担の緩和） 

（２）輸出者、生産者又は輸入者自らが原産地証明書を作成する制度の導入（貿易手続の

円滑化） 

（３）完全累積制度の実現  

ＴＰＰ協定においては、複数の締約国において付加価値・加工工程の足し上げを行い、

原産性を判断する完全累積制度を採用。日本が締結済みのＥＰＡにおいても、メキシコ、

ペルー等で完全累積制度を採用している。 
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（４）広域ＦＴＡ化による原産品輸送の容易化（立証負担の緩和） 

二国間のＦＴＡにおいては、産品の輸送の際に第三国を経由した場合には、当該貨物の原

産性が維持されているか否かについて輸入国税関に対し立証する負担がある。一方で、ＴＰ

Ｐは全ての締約国を一つの領域とみなす広域ＦＴＡであり、全ての締約国の領域内を移動す

る限りにおいては、貨物の原産性が維持されることになる。 

協定書第３章原産地規則及び原産地手続きの仮訳については下記ＵＲＬを参照 

 http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/text_kariyaku/160202_kariyaku_03-1.pdf 

附属書３D 品目別原産地規制 

http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/text_kariyaku/160202_kariyaku_03-2.pdf 

（内閣官房ＴＰＰ政策対策本部ＨＰ ＴＰＰの内容より） 

 

日  本  と  各  国  と  の  Ｅ  Ｐ  Ａ  交  渉 

●日・ＥＵ経済連携協定について 

    
２０１７年７月：第２４回ＥＵ首脳協議で大枠合意 

２０１７年１２月：首脳電話会談交渉妥結合意 
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２０１７年７月  「工業製品関税に関する大枠合意結果」の概要（抜粋）  
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●日中韓経済連携協定について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１７年４月：第１２回交渉会合（首席代表会合）（東京） 

２０１８年３月：第１３回交渉会合（首席代表会合）（ソウル） 

東アジアの繊維貿易フロー （２０１６年） 
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●日・ＲＣＥＰ経済連携協定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１７年５月：第１８回交渉会合（フィリピン） 

２０１７年７月：第１９回交渉会合(インド) 

２０１７年９月：第５回閣僚会議（フィリピン） 

２０１７年１０月：第２０回交渉会合（韓国） 

２０１７年１１月：閣僚会合・首脳会合（フィリピン） 
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２０１８年２月：第２１回交渉会合（ジョグジャカルタ） 

２０１８年３月：中間閣僚会合（シンガポール） 

２０１８年４月：第２２回交渉会合（シンガポール） 

 

 

 
 
１．ＲＣＥＰが実現すれば、人口約３４億人（世界全体の約半分）、ＧＤＰ約２０兆ドル（世界全体

の約３割）、貿易総額約１０兆ドル（世界全体の約３割）を占める広域経済圏が出現。 

２．世界の成長センターであるアジア太平洋地域経済との連携強化は、我が国が経済成長を

維持・増進していくために不可欠。 

３．我が国の貿易総額に占めるＦＴＡ締結相手国との貿易の割合（ＦＴＡ比率）が２７％、（中国 

２１．２％、韓国５．６％）増加し、日本再興戦略の目標達成（２０１８年までにＦＴＡ比率７０％）

に寄与。 

４．物品貿易（関税撤廃・削減等）に加え、サービス貿易、投資、知的財産等が含まれるため、

これらの分野での我が国企業の活動を支援、地域におけるルール作りに貢献。 

５．広域のＦＴＡが実現することにより、参加国間における貿易・投資が更に促進されるとともに、

地域における効率的なサプライチェーンの形成等に寄与。 

 
 

●日・コロンビア経済連携協定について 

２０１６年は事務レベルでの非公式会合を開催 
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●日・カナダ経済連携協定について 

 

●ＮＡＦＴＡ再交渉 

４月１９日と２０日の２日間、ワシントンで米国、メキシコ、カナダの担当閣僚が北米自由貿易協

定（ＮＡＦＴＡ）についての協議を行った。３か国で生産された部品をどの程度使えば完成品の

関税をゼロにするかを定める原産地規則はＮＡＦＴＡ再交渉において最大の争点となっている

が、米国が８５％を主張している自動車部品に関する調達率、ＮＡＦＴＡの継続を５年ごとに３か

国で見直すサンセット条項などについて協議を継続し早期の合意を目指す。 

 

●日・トルコ経済連携協定について 

４月１１日から１３日、東京において９回目となる交渉会合が開催された。この会合においては、

物品貿易、サービス、衛生植物検疫（ＳＰＳ）、貿易に関する技術的障害（ＴＢＴ）、ビジネス環境

整備等の各分野について議論が行われた。 
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２０１７年９月： 第７回交渉会合（東京） 

２０１８年１月： 第８回交渉会合（トルコ） 

２０１８年４月： 第９回交渉会合（トルコ） 
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●特許公開情報 

２０１8 年４月に公開された織物の製造方法に関する、特許公開情報です。 

特許電子図書館 HP： https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage 

検索範囲： 4L048, D03D1/00～D03D27/00 

  

[特許公開情報] （２０１８年４月公開分） 

＜４月分＞   

項番 文献番号 出願人 発明の名称 

1 特開 2018-067629 京セラ株式会社 
電磁波シールド用積層接着シートおよびその

接着方法 

2 特開 2018-066106 

ボード・オブ・リージエン

ツ，ザ・ユニバーシテイ・

オブ・テキサス・システム

（米国） 

ナノファイバーのリボンおよびシートならび 

にナノファイバーの撚り糸および無撚り糸の

製造および適用 

3 特開 2018-066094 中村 清美（福井県） 原糸を内包した織物とその製造方法 

4 特開 2018-066086 株式会社豊田自動織機 
ＲＴＭ成形用繊維プリフォーム及び繊維強化

複合材 

5 特開 2018-066085 
サカイオーベックス株式会

社 
開繊糸織物 

6 特開 2018-066078 富士通株式会社 
筐体材料及びその製造方法、ウエアラブル筐

体及びその製造方法 

7 特開 2018-066075 伊澤タオル株式会社 タオルハンカチ 

8 特開 2018-065451 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ 

9 実登 3215853 
總成實業股▲フン▼有限公

司（台湾） 

再生織物構造およびニットアッパー生地 

 

10 特開 2018-062714 
ユニチカトレーディング株

式会社 
吸水速乾性織編物 

11 特開 2018-059253 ＫＢセーレン株式会社 
サイドバイサイド分割型複合繊維及びそれを

用いた生地の製造方法 

12 特開 2018-059216 ＫＢセーレン株式会社 海島型複合繊維およびそれからなる布帛 

13 特開 2018-059215 ＫＢセーレン株式会社 布帛 

14 特開 2018-059214 ＫＢセーレン株式会社 海島型複合繊維及びそれを用いた布帛 

15 特開 2018-058505 横浜ゴム株式会社 空気入りタイヤ 

16 特開 2018-057499 西川産業株式会社 他 
タオルケット、タオルケットの製造方法、及

びタオル 

17 特許 6310626 東洋紡ＳＴＣ株式会社 
耐擦過摩耗性及び耐スナッグ性に優れた伸縮

性織物 

18 特開 2018-053415 東洋紡ＳＴＣ株式会社 多葉型単糸を有する高密度織物 
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４ 月 の 行 事 

４月 ５～６日……  第６回綿織物産地素材展（東京・文化ファッションインキュベーション） 

４月２３日………… 綿スフ工連・綿工連・一般財団法人日本綿スフ機業同交会３団体について 

 監事監査（東京） 

 

５月以降の行事 

５月 ９～１０日…… ＪFW-Premium Textile Japan ２０１９Ｓ/Ｓ（東京国際フォーラム） 

５月 ９日………… 第１１９回繊維通商問題委員会(東京・繊維会館) 

５月１１日………… 綿スフ工連・綿工連理事会（大阪・綿業会館） 

５月１２日………… 綿工連綿'ｓ倶楽部委員会（大阪・綿業会館） 

５月２５日………… 綿スフ工連・綿工連通常総会・理事会、一般財団法人日本綿スフ機業同交 

会理事会・評議員会（大阪・綿業会館） 

６月１２日………… SCM 推進協議会総会（TFT ビル）  

６月１５日………… 第１２０回繊維通商問題委員会(東京・繊維会館) 

６月２９日………… SCM 推進協議会取引改革委員会（TFT ビル）  

７月２４日………… 繊産連常任委員会（霞ヶ関ビル）   

９月２７～２８日……綿スフ工連広幅先染専門委員会（九州産地） 

１１月 ９日 …………近畿以西事務局会議（九州産地） 

 

 

 

             

 

 

 

19 特開 2018-053414 
ユニチカトレーディング株

式会社 

混繊交絡糸、その製造方法、及び混繊交絡糸

を用いた織編物 

20 特開 2018-053407 
ユニチカトレーディング株

式会社 
低通気性織物 

21 特開 2018-053405 東レ株式会社 
扁平断面ポリヘキサメチレンアジパミド繊維

および繊維製品 

22 特開 2018-053390 東レ株式会社 ポリエステル中空繊維 

23 特開 2018-053377 東レ株式会社 ポリアミド短繊維及びその製造方法 
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“ジャパン・コットン・マーク”は 
優れた国産綿素材製品の証明です 

 

国産綿素材の優れた品質をアピールして需要振興を

図るため、国内で製造した綿素材の織物を使用した

繊維製品に対してジャパン・コットン・マークの表示を

推進しております。 
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